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補
正
予
算
・
意
見
書
・
決
議

14
億
4
5
4
3
万
円
を
追
加
し
、

総
額
1
4
9
億
5
3
0
2
万
円

こ
ど
も
医
療
費
窓
口
無
料
化
に

向
け
シ
ス
テ
ム
を
改
修

事
業
費　

2
8
1
万
円

　

現
在
、
こ
ど
も
医
療
費
助
成
は

償
還
払
い
方
式
で
す
。
町
は
窓
口

無
料
化
（
現
物
給
付)

に
向
け
シ

ス
テ
ム
改
修
を
行
い
ま
す
。
県
の

要
綱
が
改
正
さ
れ
た
場
合
、
早
け

れ
ば
平
成
29
年
１
月
診
療
分
か
ら

移
行
で
き
る
よ
う
取
り
組
み
ま
す
。

償
還
払
い
方
式
と
は

　

医
療
機
関
窓
口
で
自
己
負
担
分

（
2
〜
3
割
）
を
支
払
い
ま
す
。

後
日
、
申
請
に
よ
り
助
成
さ
れ
る

分
を
口
座
に
振
り
込
む
方
法
で
す
。

現
物
給
付
方
式
と
は

　

医
療
機
関
窓
口
で
自
己
負
担
分

を
支
払
わ
な
く
て
済
む
方
法
で
す
。

一
般
会
計
の

　
　 

主
な
歳
出

南
風
原
町
の
発
展
に
必
要
な
事
柄
の
実
現
を
、
国
や
沖
縄
県
な
ど
の
関
係
機
関
に
要
請
す
る
た
め
、

町
議
会
の
意
思
を
本
会
議
で
決
定
し
、
表
明
し
ま
し
た
。

（
意
見
書
・
決
議
の
全
文
は
、
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
）

補正予算
全会一致で

可決

意見書決議
全会一致で

可決

子
ど
も
の
医
療
費
助
成
に
係

る
国
民
健
康
保
険
の
国
庫
負

担
金
減
額
調
整
措
置
の
廃
止

を
求
め
る

　

国
は
地
方
自
治
体
の
現
物
給

付
方
式
の
医
療
費
助
成
の
取
り

組
み
に
対
し
て
、
医
療
費
の
波

及
増
分
は
実
施
自
治
体
が
負
担

す
べ
き
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

　

国
は
本
来
負
担
す
べ
き
国
民

健
康
保
険
国
庫
負
担
金
の
減
額

調
整
措
置
を
講
じ
て
い
ま
す
。

　

国
の
減
額
調
整
措
置
は
、
地

方
自
治
体
に
よ
る
子
ど
も
の
貧

困
対
策
及
び
少
子
化
対
策
に
逆

行
し
ま
す
。

　

す
べ
て
の
子
ど
も
を
対
象
と

す
る
国
に
よ
る
医
療
費
助
成
が

制
度
化
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地

方
自
治
体
が
行
う
子
ど
も
の
医

療
費
助
成
に
係
る
国
民
健
康
保

険
の
国
庫
負
担
金
減
額
調
整
措

置
を
廃
止
す
る
よ
う
、
強
く
要

請
し
ま
す
。

提
出
者　

赤
嶺　

奈
津
江

あ
て
先　

内
閣
総
理
大
臣　

他

子
ど
も
の
医
療
費
窓
口
無
料

化(

現
物
給
付)

の
実
施
を

求
め
る

　

子
ど
も
の
貧
困
が
進
ん
で
い

ま
す
。
医
療
費
が
後
日
、
償
還

さ
れ
る
と
し
て
も
子
育
て
世
代

に
と
っ
て
負
担
が
あ
り
ま
す
。

経
済
的
困
難
を
抱
え
た
家
庭
か

ら
は｢

受
診
を
控
え
る｣

と
い

う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

　

早
期
受
診
は
病
状
悪
化
を
防

ぐ
た
め
に
非
常
に
重
要
で
す
。

県
の
施
策
と
し
て
実
施
さ
れ
ま

す
よ
う
要
請
し
ま
す
。

1
．子
ど
も
の
医
療
費
助
成
制
度

を
現
行
の
償
還
方
式
だ
け
で
な

く
、
窓
口
無
料
化
方
式(

現
物
給

付)

が
で
き
る
よ
う
、
沖
縄
県
こ

ど
も
医
療
費
助
成
事
業
補
助
金

交
付
要
綱
を
改
正
す
る
こ
と
。

提
出
者　

赤
嶺　

奈
津
江

あ
て
先　

県
知
事
・
県
議
会
議
長

県･

県
議
会
へ
10
月
24
日

要
請
を
行
い
ま
し
た
。

早
く
て
も
平
成
30
年
度
か

ら
の
導
入
と
な
る
。

要　

請

回　

答

（
医
療
部
長
）


